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令和８年５月 



観音寺市告示第142号 

 

令和８年第２回観音寺市議会定例会の招集について 

令和８年第２回観音寺市議会定例会を、次のとおり招集する。 

 

令和８年５月19日 

観音寺市長　　佐　伯　明　浩　　　　　 

 

 

１　招 集 の 日　　　令和８年５月26日 

２　招集の場所　　　観音寺市議会議事堂 



令和８年第２回観音寺市議会定例会提出議案 

　１　議案第40号　専決処分の承認について（観音寺市税条例の一部を改正する条例） 

２　議案第41号　専決処分の承認について（観音寺市都市計画税条例の一部を改正する

条例） 

３　議案第42号　専決処分の承認について（観音寺市国民健康保険税条例の一部を改正

する条例） 

４　議案第43号　観音寺市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の

制定について 

５　議案第44号　観音寺市公民館条例の一部改正について 

６　議案第45号　観音寺市観音寺共同福祉施設条例の一部改正について 

７　議案第46号　観音寺市働く婦人の家条例の一部改正について 

８　議案第47号　観音寺市公園条例の一部改正について 

９　議案第48号　財産の取得について（消防ポンプ自動車） 

10　議案第49号　財産の取得について（観音寺市立学校学習者用コンピュータ等一式） 

11　議案第50号　令和８年度観音寺市一般会計補正予算（第１号） 

12　議案第51号　令和８年度観音寺市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

13　議案第52号　令和８年度観音寺市下水道事業会計補正予算（第１号） 

 

 



議案第40号 

 

　　　専決処分の承認について（観音寺市税条例の一部を改正する条例） 

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決

処分したので、同条第３項の規定により報告し、議会の承認を求める。 

 

　　令和８年５月26日提出 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　観音寺市長　　佐　伯　明　浩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

 

専　　決　　処　　分　　書 

 

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定に基づき、次のとおり専決処

分する。 

　　令和８年３月31日 

観音寺市長　　佐　伯　明　浩 

 

観音寺市税条例の一部を改正する条例 

　観音寺市税条例（平成17年観音寺市条例第76号）の一部を次のように改正する。 

　第18条の３中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第19条中「、第81条の６第１項」を削り、同条第２号及び第３号中「第81条の６第１項

の申告書、」を削る。 

第33条第３項中「以下この項及び」を削り、「並びに」を「及び」に改め、「とい

う。）」の次に「（同号ロに掲げるものを除く。以下この項において同じ。）」を加え 

る。 

　第80条第１項を次のように改める。 

軽自動車税は、軽自動車等に対し、その所有者に課する。 

第80条第２項を削り、同条第３項中「種別割」を「軽自動車税」に、「、第１項」を 

「、前項」に、「その使用者に」を「当該軽自動車等の使用者に軽自動車税を」に改め、

同項ただし書中「これを課さない」を「この限りでない」に改め、同項を同条第２項とす

る。 

第81条第１項を次のように改める。 

軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合に

は、買主を軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。 

　第81条第２項中「３輪以上の軽自動車の取得者又は」を削り、同条第３項及び第４項を

削る。 



　第81条の３から第81条の８までを削る。 

第82条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第83条の見出し並びに同条第１項及び第２項中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第85条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第87条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第１項中「種別割」を「軽

自動車税」に、「第33号の４の２様式」を「第33号の４様式」に改め、同条第３項及び第

４項中「第33号の４の２様式」を「第33号の４様式」に改める。 

　第88条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第89条の見出し及び同条第１項から第３項までの規定中「種別割」を「軽自動車税」に

改める。 

第90条の見出し並びに同条第１項、第２項、第４項及び第５項中「種別割」を「軽自動

車税」に改める。 

第91条第２項中「第80条第３項ただし書」を「第80条第２項ただし書」に、「種別割」

を「軽自動車税」に改め、同条第７項中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

　附則第７条の３の前の見出し及び同条を削る。 

附則第７条の３の２に見出しとして「（個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除）」

を付し、同条第１項中「居住年が平成11年から平成18年まで又は」を「同法第41条第１項

に規定する居住年が」に、「において、前条第１項の規定の適用を受けないときは」を

「には」に、「附則第５条の４の２第５項」を「附則第５条の４第５項」に改め、同条第

２項中「附則第７条の３の２第１項」を「附則第７条の３第１項」に改め、同条を附則第

７条の３とする。 

　附則第８条第１項中「令和９年度」を「令和12年度」に改め、同条第２項中「、附則第

７条の３の２第１項」を削る。 

　附則第10条の２第３項中「附則第15条第21項」を「附則第15条第20項」に改め、同条第

４項中「附則第15条第22項第１号」を「附則第15条第21項第１号」に改め、同条第５項中

「附則第15条第22項第２号」を「附則第15条第21項第２号」に改め、同条第６項中「附則

第15条第22項第３号」を「附則第15条第21項第３号」に改め、同条第７項中「附則第15条

第23項第１号」を「附則第15条第22項第１号」に改め、同条第８項中「附則第15条第23項



第２号」を「附則第15条第22項第２号」に改め、同条第９項中「附則第15条第25項第１号

イ」を「附則第15条第24項第１号イ」に改め、同条第10項中「附則第15条第25項第１号

ロ」を「附則第15条第24項第１号ロ」に改め、同条第11項中「附則第15条第25項第１号

ハ」を「附則第15条第24項第１号ハ」に改め、同条第12項中「附則第15条第25項第１号

ニ」を「附則第15条第24項第１号ニ」に改め、同条第13項中「附則第15条第25項第２号」

を「附則第15条第24項第２号」に改め、同条第14項中「附則第15条第25項第３号イ」を

「附則第15条第24項第３号イ」に改め、同条第15項中「附則第15条第25項第３号ロ」を

「附則第15条第24項第３号ロ」に改め、同条第16項中「附則第15条第25項第３号ハ」を

「附則第15条第24項第４号」に改め、同条第17項から第19項までを削り、同条第20項中

「附則第15条第28項」を「附則第15条第27項」に改め、同項を同条第17項とし、同条第21

項中「附則第15条第32項」を「附則第15条第31項」に改め、同項を同条第18項とし、同条

第22項を同条第19項とし、同条第23項を同条第20項とする。 

　附則第10条の３第７項中「附則第12条第19項」を「附則第12条第20項」に改め、同条第

８項第４号中「附則第12条第23項」を「附則第12条第24項」な改め、同項第６号中「附則

第12条第24項」を「附則第12条第25項」に改め、同条第９項第５号中「附則第12条第31

項」を「附則第12条第32項」に改め、同条第11項第５号中「附則第12条第31項」を「附則

第12条第32項」に改め、同条第14項中「附則第12条第19項」を「附則第12条第20項」に改

め、同条第15項中「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特定建築物」に、「高齢者、障

害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則（平成18年国土交通省令第110号）

第10条第２項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律

（平成24年法律第49号）第２条第２項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設であ

る」を「施行規則附則第７条の２第１項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し及

び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成18年法律第91号）第14条

第１項に規定する建築物移動等円滑化基準（同条第３項の条例で付加した事項を含む。）

又は同法第17条第３項第１号に規定する同法第２条第20号に規定する建築物特定施設の構

造及び配置に関する基準に適合する」に改め、同項第３号を次のように改める。 

(３)　家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成18年

政令第379号）第５条各号に掲げる特別特定建築物（高齢者、障害者等の移動等の円



滑化の促進に関する法律第14条第３項の条例で定める同法第２条第18号に規定する特

定建築物を含む。）のいずれに該当するかの別 

　附則第15条の２から第15条の６までを削る。 

　附則第16条の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「法第444条第３項に規定す

る」を「道路運送車両法第60条第１項後段の規定による」に、「から第４項まで」を「及

び第３項」に改め、「の種別割」を削り、同条第２項中「令和４年４月１日から令和８年

３月31日まで」を「令和７年４月１日から令和10年３月31日まで」に改め、「の種別割」

を削り、同条第３項中「法第446条第１項第３号」を「同項」に改め、「及び次項」を削

り、「令和４年４月１日」を「令和７年４月１日」に、「当該初回車両番号指定を受けた

日の属する年度の翌年度分」を「令和８年度分」に改め、「の種別割」を削り、同条第４

項を削る。 

　附則第16条の２の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「の種別割」を削り、

「前条第２項から第４項まで」を「前条第２項又は第３項」に改め、同条第２項及び第３

項中「の種別割」を削る。 

　附則第16条の３第３項第２号、附則第16条の４第３項第２号及び附則第17条第３項第２

号中「、附則第７条の３第１項及び附則第７条の３の２第１項」を「及び附則第７条の３

第１項」に改める。 

　附則第17条の２第１項及び第２項中「令和８年度」を「令和11年度」に改める。 

　附則第18条第５項第２号、附則第19条第２項第２号、附則第20条第２項第２号、附則第

20条の２第２項第２号及び第５項第２号並びに附則第20条の３第２項第２号及び第５項第

２号中「、附則第７条の３第１項及び附則第７条の３の２第１項」を「及び附則第７条の

３第１項」に改める。 

　　　附　則 

　（施行期日） 

第１条　この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（固定資産に関する経過措置） 

第２条　この条例による改正後の観音寺市税条例（以下「新条例」という。）は、別段の

定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和８年度以後の



年度分の固定資産税について適用し、令和７年度分までの固定資産税については、なお

従前の例による。 

２　令和６年４月１日から令和８年３月31日までの間に新たに取得された地方税法等の一

部を改正する法律（令和８年法律第２号）第１条の規定による改正前の地方税法（昭和

25年法律第226号）附則第15条第25項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対

して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

（軽自動車税税に関する経過措置） 

第３条　新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和８年度以後の年度分の軽自動車

税について適用する。 

２　この条例の施行の日前の３輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動車税の環境

性能割については、なお従前の例による。 

３　令和７年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（理由） 

　地方税法（昭和25年法律第226号）等の一部改正に伴い、軽自動車税環境性能割の廃止

に係る規定等を整備する必要が生じたが、議会を招集する時間的余裕がないと認めるの 

で、専決処分します。



議案第41号 

 

　　　専決処分の承認について（観音寺市都市計画税条例の一部を改正する条例） 

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決

処分したので、同条第３項の規定により報告し、議会の承認を求める。 

 

　　令和８年５月26日提出 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　観音寺市長　　佐　伯　明　浩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

 

専　　決　　処　　分　　書 

 

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定に基づき、次のとおり専決処

分する。 

　　令和８年３月31日 

観音寺市長　　佐　伯　明　浩 

 

観音寺市都市計画税条例の一部を改正する条例 

　観音寺市都市計画税条例（平成17年観音寺市条例第78号）の一部を次のように改正す 

る。 

附則第４項（見出しを含む。）中「附則第15条第32項」を「附則第15条第31項」に改め

る。 

　附則第５項の見出し中「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特定建築物」に改め、同

項中「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特定建築物」に、「高齢者、障害者等の移動

等の円滑化の促進に関する法律施行規則（平成18年国土交通省令第110号）第10条第２項

に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律（平成24年法

律第49号）第２条第２項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である」を「地方税

法施行規則（昭和29年総理府令第23号）附則第７条の２第１項に規定する補助に係る補助

金確定通知書の写し及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成18

年法律第91号）第14条第１項に規定する建築物移動等円滑化基準（同条第３項の条例で付

加した事項を含む。）又は同法第17条第３項第１号に規定する同法第２条第20号に規定す

る建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に適合する」に改め、同項第３号を次のよ

うに改める。 

　(３)　家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成18年

政令第379号）第５条各号に掲げる特別特定建築物（高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律第14条第３項の条例で定める同法第２条第18号に規定する特



定建築物を含む。）のいずれに該当するかの別 

附則第８項から第10項までの規定中「附則第７項」を「附則第６項」に改める。 

附則第12項中「附則第８項及び第10項」を「附則第６項及び第８項」に、「附則第８項

及び第11項」を「附則第６項及び第９項」に、「附則第９項、第11項及び第12項」を「附

則第７項、第９項及び第10項」に、「附則第11項から第13項まで」を「附則第９項から第

11項まで」に改める。 

附則第13項中「第９項、第13項、第15項から第17項まで、第19項、第20項、第31項から

第33項まで」を「第８項、第12項、第14項から第16項まで、第18項、第19項、第30項から

第32項まで」に改める。 

　　附　則 

（施行期日） 

１　この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　この条例による改正後の観音寺市都市計画税条例の規定は、令和８年度以後の年度分 

の都市計画税について適用し、令和７年度分までの都市計画税については、なお従前の 

例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（理由） 

地方税法（昭和25年法律第226号）の一部改正に伴い、関係規定を改める必要が生じた

が、議会を招集する時間的余裕がないと認めるので、専決処分します。



議案第42号 

　 

　　　専決処分の承認について（観音寺市国民健康保険税条例の一部を改正する条例） 

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決

処分したので、同条第３項の規定により報告し、議会の承認を求める。 

 

　　令和８年５月26日提出 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　観音寺市長　　佐　伯　明　浩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　 

 

 

 



別紙 

 

専　　決　　処　　分　　書 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定に基づき、次のとおり専決処

分する。 

令和８年３月31日 

観音寺市長　　佐　伯　明　浩 

 

観音寺市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

観音寺市国民健康保険税条例（平成17年観音寺市条例第120号）の一部を次のように改 

正する。 

　第２条第１項第１号中「及び介護保険法（平成９年法律第123号）の規定による納付金

（以下この条において「介護納付金」という。）」を「、介護保険法（平成９年法律第

123号）の規定による納付金（以下この条において「介護納付金」という。）及び子ど

も・子育て支援法（平成24年法律第65号）の規定による子ども・子育て支援納付金（以下

この条において「子ども・子育て支援納付金」という。）」に改め、同項に次の１号を加

える。 

　(４)　子ども・子育て支援納付金課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費

納付金の納付に要する費用（香川県の国民健康保険に関する特別会計において負担す

る子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。）に充てるた

めの国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

第２条第２項中「66万円」を「67万円」に改め、同条第３項中「属する」の次に「国民

健康保の」を加え、同条に次の１項を加える。 

５　第１項第４号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を

除く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額並びに

被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額に、当該世帯に属する18歳以上被保険者

（地方税法（昭和25年法律第226号。以下「法」という。）第703条の４第30項に規定す



る18歳以上被保険者をいう。以下同じ。）につき算定した18歳以上被保険者均等割額を

加算した額とする。ただし、加算後の額が３万円を超える場合においては、子ども・子

育て支援納付金課税額は、３万円とする。 

　第３条第１項中「地方税法（昭和25年法律第226号。以下「法」という。）」を「法」

に改める。 

　第５条第１号中「第７条の２」の次に「、第９条の６」を加え、「同項」を「第23条第 

１項に改める。 

　第９条の２の次に次の４条を加える。 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額） 

第９条の３　第２条第５項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の0.3を乗じ

て算定する。 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割

額） 

第９条の４　第２条第５項の被保険者均等割額は、被保険者１人について1,150円とす 

る。 

（18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上被保険者均等割

額） 

第９条の５　第２条第５項の18歳以上被保険者均等割額は、18歳以上被保険者１人につい

て50円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等割額） 

第９条の６　第２条第５項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、そ

れぞれ当該各号に定める額とする。 

(１)　特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯　700円 

(２)　特定世帯　350円 

(３)　特定継続世帯　525円 

第23条第１項中「66万円」を「67万円」に、「並びに同条第４項本文の介護納付金課税

額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が17万円を超える場合

には、17万円）」を「、同条第４項本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減



額して得た額（当該減額して得た額が17万円を超える場合には、17万円）並びに同条第５

項本文の子ども・子育て支援納付金課税額からキからケまでに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が３万円を超える場合には、３万円）」に改め、同項第１号に次の

ように加える。 

キ　国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等

割額　被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について　805円 

ク　18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上被保険者均

等割額　18歳以上被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人につい

て　35円 

ケ　国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等割

額　次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ア)　特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯　490円 

(イ)　特定世帯　245円 

(ウ)　特定継続世帯　367円 

第22条第１項第２号中「305,000円」を「31万円」に改め、同号に次のように加える。 

キ　国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等

割額　被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について　575円 

ク　18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上被保険者均

等割額　18歳以上被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人につい

て　25円 

ケ　国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等割

額　次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ア)　特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯　350円 

(イ)　特定世帯　175円 

(ウ)　特定継続世帯　262円 

第23条第１項第３号中「56万円」を「57万円」に改め、同号に次のように加える。 

キ　国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等

割額　被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について　230円 



ク　18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上被保険者均

等割額　18歳以上被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人につい

て　10円 

ケ　国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等割

額　次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ア)　特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯　140円 

(イ)　特定世帯　70円 

(ウ)　特定継続世帯　105円 

第23条第２項に次の１号を加える。 

(３)　国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等

割額　次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人について次に定める額 

ア　前項第１号キに規定する金額を減額した世帯　172円 

イ　前項第２号キに規定する金額を減額した世帯　287円 

ウ　前項第３号キに規定する金額を減額した世帯　460円 

エ　アからウまでに掲げる世帯以外の世帯　575円 

第23条第３項中「及び被保険者均等割額」を「並びに被保険者均等割額及び18歳以上被

保険者均等割額」に改め、「減額後の被保険者均等割額」の次に「及び18歳以上被保険者

均等割額」を加え、同項に次の３号を加える。 

(７)　国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額　

当該出産被保険者につき第９条の３の規定により算定した所得割額の12分の１の額 

に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

(８)　国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者

均等割額　当該出産被保険者につき第９条の４の規定により算定した被保険者均等割

額（第１項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保

険者均等割額）の12分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度

に属する月数を乗じて得た額 

(９)　国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上

被保険者均等割額　当該出産被保険者につき第９条の５の規定により算定した18歳以



上被保険者均等割額（第１項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、

その減額後の18歳以上被保険者均等割額）の12分の１の額に、当該出産被保険者の産

前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

第23条に次の１項を加える。 

４　国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に18歳に達する日以後の最初の３月31日

以前である被保険者（以下「18歳未満被保険者」という。）がある場合における当該納

税義務者に対して課する子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額（当該納

税義務者の世帯に属する18歳未満被保険者につき算定した被保険者均等割額（前３項に

規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）

に限る。）は、当該被保険者均等割額から、当該被保険者均等割額に相当する額を減額

して得た額とする。 

　第25条第２項を次のように改める。 

２　前項の規定によって国民健康保険税の減免を受けようとする者は、規則で定める日ま

でにその事由を証明する書類を添付した申請書を市長に提出しなければならない。 

　附則第５項、第６項及び第８項から第15項までの規定中「、第８条」の次に「、第９条

の３」を加える。 

附　則 

（施行期日） 

１　この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２　この条例による改正後の観音寺市国民健康保険税条例の規定は、令和８年度以後の年

度分の国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健康保険税について 

は、なお従前の例による。 

 

（理由） 

地方税法（昭和25年法律第226号）等の一部改正に伴い、子ども・子育て支援納付金に 

係る規定等を整備する必要が生じたが、議会を招集する時間的余裕がないと認めるので、

専決処分します。　



議案第43号 

 

　　　観音寺市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定に 

ついて 

　観音寺市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例を別紙のとおり定め

る。 

 

　　令和８年５月26日提出 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　観音寺市長　　佐　伯　明　浩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　（提案理由） 

　子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）の一部改正に伴い、特定乳児等通園支援

事業の運営に関する基準を定めるため、本案を提出するものである。 



別紙 

観音寺市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例　 

目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 特定乳児等通園支援事業者の運営に関する基準 

第１節 利用定員に関する基準（第３条） 

第２節 運営に関する基準（第４条―第32条） 

第３章 雑則（第33条・第34条） 

附則 

　　第１章　総則 

　（趣旨） 

第１条　この条例は、子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号。以下「法」とい

う。）第54条の３において準用する法第46条第２項の規定に基づき、特定乳児等通園支

援事業（特定乳児等通園支援（法第30条の20第１項に規定する特定乳児等通園支援をい

う。以下同じ。）を行う事業をいう。以下同じ。）の運営の基準に関し、必要な事項を

定めるものとする。 

　（一般原則） 

第２条　特定乳児等通園支援事業者（法第54条の３に規定する特定乳児等通園支援事業者

をいう。以下同じ。）は、良質かつ適切であり、かつ、子どもの保護者の経済的負担の

軽減について適切に配慮された内容及び水準の特定乳児等通園支援の提供を行うことに

より、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目

指さなければならない。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用する支給対象

小学校就学前子ども（法第30条の14に規定する支給対象小学校就学前子どもをいう。以

下同じ。）の意思及び人格を尊重して、常に当該支給対象小学校就学前子どもの立場に

立って特定乳児等通園支援を提供するように努めなければならない。 

３　特定乳児等通園支援事業者は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、香

川県、市、特定教育・保育施設等（法第27条第１項に規定する特定教育・保育施設及び



法第29条第１項に規定する特定地域型保育事業者をいう。以下同じ。）、他の特定乳児

等通園支援事業者、地域子ども・子育て支援事業を行う者、児童福祉施設その他の保健

医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

４　特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用する支給対象

小学校就学前子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体

制の整備を行うとともに、特定乳児等通園支援事業者が特定乳児等通園支援事業を行う

事業所（以下「特定乳児等通園支援事業所」という。）の職員に対し、研修の実施その

他の措置を講ずるよう努めなければならない。 

第２章　特定乳児等通園支援事業者の運営に関する基準  

第１節　利用定員に関する基準  

第３条　特定乳児等通園支援事業者は、１時間当たりの利用定員（法第54条の２第１項の

確認において定めるものに限る。次項において同じ。）を定めるものとする。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子ども（法第30条の16に規定する

乳児等支援給付認定子どもをいう。以下同じ。）が当該特定乳児等通園支援事業者が提

供する特定乳児等通園支援を利用する時間数、特定乳児等通園支援事業所が開所する日

数、時間その他の事情を考慮して１月当たりの利用定員を定めるものとする。 

第２節　運営に関する基準 

（面談）  

第４条　特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る特定乳児等通園

支援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子どもに対して最初に特定乳

児等通園支援を提供しようとするときに、当該乳児等支援給付認定子ども及びその保護

者の心身の状況及び当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境を把握するための当該保

護者との面談（映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながらする通話

を含む。）を行わなければならない。  

２　特定乳児等通園支援事業者は、前項の面談を行うに当たっては、あらかじめ、第19条

に規定する運営規程の概要、職員の勤務の体制、第12条の規定により当該特定乳児等通

園支援事業者が支払を受ける費用に関する事項その他の提供する特定乳児等通園支援に

関する重要事項を記載した文書を交付しなければならない。 



３　特定乳児等通園支援事業者は、第１項の面談において、前項の重要事項を説明し、当

該申込みに係る特定乳児等通園支援の提供について保護者の同意を得なければならな 

い。 

（正当な理由のない提供拒否の禁止） 

第５条　特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定保護者（法第30条の15第３項

に規定する乳児等支援給付認定保護者をいう。以下同じ。）から利用の申込みを受けた

ときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。 

（あっせん及び要請に対する協力） 

第６条　特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援の利用について

法第54条の３において準用する法第54条第１項の規定により市が行うあっせん及び要請

に対し、できる限り協力しなければならない。 

（乳児等支援支給認定証に記載された事項の確認） 

第７条　特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る特定乳児等通園

支援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子どもに対して最初に特定乳

児等通園支援を提供するに際し、乳児等支援給付認定保護者から法第30条の15第３項に

規定する乳児等支援支給認定証の提示を受けたときは、子ども・子育て支援法施行規則

（平成26年内閣府令第44号）第28条の24各号に掲げる事項を確認するものとする。 

（乳児等支援給付認定の申請に係る援助） 

第８条　特定乳児等通園支援事業者は、法第30条の15第１項の認定（以下この条において

「乳児等支援給付認定」という。）を受けていない保護者から利用の申込みがあった場

合は、当該保護者の意思を踏まえて速やかに乳児等支援給付認定の申請が行われるよう

必要な援助を行わなければならない。 

（心身の状況等の把握） 

第９条　特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援の提供に当たっては、乳児等

支援給付認定子ども及びその保護者の心身の状況、当該乳児等支援給付認定子どもの養

育環境、他の特定乳児等通園支援事業者が提供する特定乳児等通園支援の利用状況その

他の教育・保育等（法第56条第１項に規定する教育・保育等をいう。）の利用の状況の

把握に努めなければならない。 



　（特定教育・保育施設等との連携） 

第10条　特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等において継続的に提供され

る法第27条第１項に規定する特定教育・保育及び法第29条第１項に規定する特定地域型

保育との円滑な接続に資するよう、乳児等支援給付認定子どもに係る情報の提供その他

特定教育・保育施設等との密接な連携に努めなければならない。 

（特定乳児等通園支援の提供の記録） 

第11条　特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を提供した際は、提供した日

時、時間、内容その他必要な事項を記録しなければならない。 

（支払） 

第12条　特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領（法第30条の20第５項（法第30条の

21第３項において準用する場合を含む。）の規定により市が支払う特定乳児等通園支援

に要した費用の額の一部を、乳児等支援給付認定保護者に代わり特定乳児等通園支援事

業者が受領することをいう。次条において同じ。）を受けないときは、乳児等支援給付

認定保護者から、当該特定乳児等通園支援に係る特定乳児等通園支援費用基準額（法第

30条の20第３項に規定する額をいう。次項において同じ。）の支払を受けるものとす 

る。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、前項の支払を受ける額のほか、特定乳児等通園支援の

提供に当たって、当該特定乳児等通園支援の質の確保及び向上を図る上で必要であると

認められる対価について、当該特定乳児等通園支援に要する費用として見込まれるもの

の額と特定乳児等通園支援費用基準額との差額に相当する金額の範囲内で設定する額の

支払を乳児等支援給付認定保護者から受けることができる。 

３　特定乳児等通園支援事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、特定乳児等通園支援

において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払を乳児等支援

給付認定保護者から受けることができる。 

(１)　日用品、文房具その他の特定乳児等通園支援に必要な物品の購入に要する費用 

(２)　特定乳児等通園支援に係る行事への参加に要する費用 

(３)　食事の提供に要する費用 

(４)　特定乳児等通園支援事業所に通う際に提供される便宜に要する費用 



(５)　前各号に掲げるもののほか、特定乳児等通園支援において提供される便宜に要す

る費用のうち、特定乳児等通園支援の利用において通常必要とされるものに係る費用

であって、乳児等支援給付認定保護者に負担させることが適当と認められるもの 

４　特定乳児等通園支援事業者は、前３項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用の

額を支払った乳児等支援給付認定保護者に対し、当該費用に係る領収証を交付しなけれ

ばならない。 

５　特定乳児等通園支援事業者は、第２項及び第３項の金銭の支払を求める際は、あらか

じめ、当該金銭の使途及び額並びに乳児等支援給付認定保護者に金銭の支払を求める理

由について書面によって明らかにするとともに、乳児等支援給付認定保護者に対して説

明を行い、文書による同意を得なければならない。ただし、第３項の規定による金銭の

支払に係る同意については、文書によることを要しない。 

（乳児等支援給付費の額に係る通知等） 

第13条　特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領により特定乳児等通園支援に係る乳

児等支援給付費の支給を受けた場合は、乳児等支援給付認定保護者に対し、当該乳児等

支援給付認定保護者に係る乳児等支援給付費の額を通知しなければならない。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領を行わない特定乳児等通園支援に係る費

用の額の支払を受けた場合は、その提供した特定乳児等通園支援の内容、利用時間、費

用の額その他必要と認められる事項を記載した特定乳児等通園支援提供証明書を乳児等

支給給付認定保護者に対して交付しなければならない。 

　（特定乳児等通園支援の取扱方針） 

第14条　特定乳児等通園支援事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和

23年厚生省令第63号）第35条の規定に基づき保育所における保育の内容について内閣総

理大臣が定める指針に準じ、乳児等通園支援事業（児童福祉法（昭和22年法律第164

号）第６条の３第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。）の特性に留意して、支

給対象小学校就学前子ども及びその保護者の心身の状況等に応じて、特定乳児等通園支

援の提供を適切に行わなければならない。 

（特定乳児等通園支援に関する評価等） 

第15条　特定乳児等通園支援事業者は、自らその提供する特定乳児等通園支援の質の評価



を行い、常にその改善を図らなければならない。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、その結果を公

表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。 

（相談及び援助） 

第16条　特定乳児等通園支援事業者は、常に乳児等支援給付認定子ども及びその保護者の

心身の状況並びに当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境の的確な把握に努め、当該

乳児等支援給付認定子ども及びその保護者からの相談に適切に応じるとともに、必要な

助言その他の援助を行わなければならない。 

（緊急時等の対応） 

第17条　特定乳児等通園支援事業所の職員は、現に特定乳児等通園支援の提供を行ってい

るときに乳児等支援給付認定子どもに体調の急変が生じた場合その他必要な場合は、速

やかに当該乳児等支援給付認定子どもの保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な

措置を講じなければならない。 

（乳児等支援給付認定保護者に関する市への通知） 

第18条　特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を受けている乳児等支援給付

認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者が偽りその他不正な行為によって乳児等支

援給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を

市に通知しなければならない。 

（運営規程） 

第19条　特定乳児等通園支援事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関す

る規程（第22条において「運営規程」という。）を定めておかなければならない。 

(１)　特定乳児等通園支援事業の目的及び運営の方針 

  (２)　その提供する特定乳児等通園支援の内容 

(３)　職員の職種、員数及び職務の内容 

(４)　特定乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日 

(５)　第12条の規定により乳児等支援給付認定保護者から支払を受ける費用の種類、支

払を求める理由及びその額 

(６)　第３条第１項の規定により定める１時間当たりの利用定員 



(７)　特定乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項その他の利用に当た

っての留意事項 

(８)　緊急時等における対応方法 

(９)　非常災害対策 

(10)　虐待の防止のための措置に関する事項 

(11)　その他特定乳児等通園支援事業の運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第20条　特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対し、適切な特定乳

児等通園支援を提供することができるよう、特定乳児等通園支援事業所ごとに職員の勤

務の体制を定めておかなければならない。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所ごとに、当該特定乳児等通

園支援事業所の職員によって特定乳児等通園支援を提供しなければならない。ただし、

特定乳児等通園支援の提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

３　特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員の資質の向上のため

に、その研修の機会を確保しなければならない。 

（利用定員の遵守） 

第21条　特定乳児等通園支援事業者は、第３条第１項の規定により定める１時間当たりの

利用定員を超えて特定乳児等通園支援の提供を行ってはならない。 

（掲示等） 

第22条　特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の見やすい場所に、運

営規程の概要、職員の勤務の体制、第12条の規定により乳児等支援給付認定保護者から

支払を受ける費用の額その他の利用の申込みをした者の特定乳児等通園支援事業所の選

択に資すると認められる重要事項を掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自

動公衆送信（公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動

的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。）により公衆の

閲覧に供しなければならない。 

（乳児等支援給付認定子どもを平等に取り扱う原則） 

第23条　特定乳児等通園支援事業所においては、乳児等支援給付認定子どもの国籍、信 



条、社会的身分又は第12条の規定による支払の状況によって、差別的取扱いをしてはな

らない。 

（虐待等の禁止） 

第24条　特定乳児等通園支援事業所の職員は、乳児等支援給付認定子どもに対し、児童福

祉法第33条の10第１項各号に掲げる行為その他当該乳児等支援給付認定子どもの心身に

有害な影響を与える行為をしてはならない。 

（秘密保持等） 

第25条　特定乳児等通園支援事業所の職員及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上

知り得た乳児等支援給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員であった者が、正当

な理由がなく、その業務上知り得た乳児等支援給付認定子ども又はその家族の秘密を漏

らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

３　特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等、他の特定乳児等通園支援事業

者、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関に対して、乳児等支援給付認定

子どもに関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により当該乳児等支援給付認定

子どもに係る乳児等支援給付認定保護者の同意を得ておかなければならない。 

（情報の提供等） 

第26条　特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用しようと

する乳児等支援給付認定子どもの係る乳児等支援給付認定保護者が、その希望を踏まえ

て適切に特定乳児等通園支援事業者を選定することができるように、その提供する特定

乳児等通園支援の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、当該特定乳児等通園支援事業者について広告をする場

合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。 

（利益供与等の禁止） 

第27条　特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業（法第59条第１号に規定する事業

をいう。）その他の地域子ども・子育て支援事業を行う者（次項において「利用者支援

事業者等」という。）、教育・保育施設、地域型保育事業者（地域型保育を行う事業者

をいう。次項において同じ。）若しくは乳児等通園支援事業者（乳児等通園支援を行う



事業者をいう。次項において同じ。）又はその職員に対し、支給対象小学校就学前子ど

も又はその家族に対して当該特定乳児等通園支援事業者を紹介することの対償として、

金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業者等、教育・保育施設、地域型保育事

業者若しくは乳児等通園支援事業者又はその職員から、支給対象小学校就学前子ども又

はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはなら

ない。 

（苦情解決） 

第28条　特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関する乳児等

支援給付認定子ども又は乳児等支援給付認定保護者その他の当該乳児等支援給付認定子

どもの家族（以下この条において「乳児等支援給付認定子ども等」という。）からの苦

情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要

な措置を講じなければならない。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容そ

の他の事項を記録しなければならない。 

３　特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関する乳児等支援

給付認定子ども等からの苦情に関して市が実施する事業に協力するよう努めなければな

らない。 

４　特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関し、法第30条の

13において準用する法第14条第１項の規定により市が行う報告若しくは帳簿書類その他

の物件の提出若しくは提示の命令又は当該市の職員からの質問若しくは特定乳児等通園

支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び乳児等支援給付認

定子ども等からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言

を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

５　特定乳児等通園支援事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を

市に報告しなければならない。 

（地域との連携等） 

第29条　特定乳児等通園支援事業者は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的



な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 

（事故発生の防止及び発生時の対応） 

第30条　特定乳児等通園支援事業者は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各

号に定める措置を講じなければならない。 

(１)　事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生

の防止のための指針を整備すること。 

(２)　事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実

が報告され、その分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制を整備すること。 

(３)　事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うこと。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等通園支

援の提供により事故が発生した場合は、速やかに市及び当該乳児等支援給付認定子ども

の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

３　特定乳児等通園支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置につい

て記録しなければならない。 

４　特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等通園支

援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければな

らない。 

（会計の区分） 

第31条　特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業の会計をその他の事業の

会計と区分しなければならない。 

（記録の整備等） 

第32条　特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員、設備及び会計

に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等通園支

援の提供に関する次に掲げる記録等を整備し、その完結の日から５年間保存しなければ

ならない。 

(１)　第14条に定めるものに基づく特定乳児等通園支援の提供に当たっての計画 

(２)　第11条の規定による特定乳児等通園支援の提供の記録 



(３)　第18条の規定による市への通知に係る記録 

(４)　第28条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(５)　第30条第３項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

第３章　雑則 

（電磁的記録等） 

第33条　特定乳児等通園支援事業者は、記録、作成、保存その他これらに類するもののう

ち、この条例の規定において書面等（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複

本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その

他の有体物をいう。以下この条において同じ。）により行うことが規定されているもの

については、当該書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的

方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、

電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。）に

より行うことができる。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、この条例の規定による書面等の交付又は提出について

は、当該書面等が電磁的記録により作成されている場合には、当該書面等の交付又は提

出に代えて、第４項で定めるところにより、乳児等支援給付認定保護者の承諾を得て、

当該書面等に記載すべき事項（以下この条において「記載事項」という。）を電子情報

処理組織（特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機と、乳児等支援給付認定

保護者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

以下この条において同じ。）を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法で

あって次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供する

ことができる。この場合において、当該特定乳児等通園支援事業者は、当該書面等を交

付し、又は提出したものとみなす。 

(１)　電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア　特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機と乳児等支援給付認定保護者

の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用

に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

イ　特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたフィイルに記録



された記載事項を電気通信回線を通じて乳児等支援給付認定保護者の閲覧に供し、

乳児等支援給付認定保護者の使用に係る電子計算機に備えられた当該乳児等支援給

付認定保護者のファイルに当該記載事項を記録する方法（電磁的方法による提供を

受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、特定乳児等通園支援

事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法） 

(２)　電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）をもって調製するファイ

ルに記載事項を記録したものを交付する方法 

３　前項各号に掲げる方法は、乳児等支援給付認定保護者がファイルへの記録を出力する

ことにより文書を作成することができるものでなければならない。 

４　特定乳児等通園支援事業者は、第２項の規定により記載事項を提供しようとするとき

は、あらかじめ、当該記載事項を提供する乳児等支援給付認定保護者に対し、その用い

る次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得な

ければならない。 

(１)　第２項各号に規定する方法のうち特定乳児等通園支援事業者が使用するもの 

(２)　ファイルへの記録の方式 

５　前項の規定による承諾を得た特定乳児等通園支援事業者は、当該乳児等支援給付認定

保護者から文書又は電磁的方法により、電磁的方法による提供を受けない旨の申出があ

ったときは、当該乳児等支援給付認定保護者に対し、第２項に規定する記載事項の提供

を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該乳児等支援給付認定保護者が再び

前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 

６　第２項から第５項までの規定は、この条例の規定による書面等による同意の取得につ

いて準用する。この場合において、第２項中「書面等の交付又は提出」とあり、及び

「書面等に記載すべき事項（以下この条において「記載事項」という。）」とあるのは

「書面等による同意」と、「第４項」とあるのは「第６項において準用する第４項」 

と、「提供する」とあるのは「得る」と、「書面等を交付し、又は提出した」とあるの

は「書面等による同意を得た」と、「記載事項を」とあるのは「同意に関する事項を」

と、「提供を受ける」とあるのは「同意を行う」と、「受けない」とあるのは「行わな

い」と、「交付する」とあるのは「得る」と、第３項中「前項各号」とあるのは「第６



項において準用する前項各号」と、第４項中「第２項」とあるのは「第６項において準

用する第２項」と、「記載事項を提供しよう」とあるのは「同意を得よう」と、「記載

事項を提供する」とあるのは「同意を得ようとする」と、同項第１号中「第２項各号」

とあるのは「第６項において準用する第２項各号」と、第５項中「前項」とあるのは

「第６項において準用する前項」と、「提供を受けない」とあるのは「同意を行わな

い」と、「第２項に規定する記載事項の提供」とあるのは「この条例の規定による書面

等による同意の取得」と読み替えるものとする。 

　（委任） 

第34条　この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定め

る。 

附　則 

　この条例は、公布の日から施行する。 



議案第44号 

 

　　　観音寺市公民館条例の一部改正について 

　観音寺市公民館条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

　　令和８年５月26日提出 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　観音寺市長　　佐　伯　明　浩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　（提案理由） 

　公民館の休館日の規定等を改めるため、本案を提出するものである。 



別紙 

観音寺市公民館条例の一部を改正する条例　 

　観音寺市公民館条例（平成17年観音寺市条例第177号）の一部を次のように改正する。 

　第４条第１号中「週１回」を「週２回」に改める。 

　第６条第２号中「建物又は設備等を損傷し、若しくは」を「建物、設備等を損傷し、又

は」に改める。 

　第13条第１項中「若しくは」を「又は」に改める。 

　　　附　則 

　この条例は、令和８年７月１日から施行する。



議案第45号 

 

　　　観音寺市観音寺共同福祉施設条例の一部改正について 

　観音寺市観音寺共同福祉施設条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

　　令和８年５月26日提出 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　観音寺市長　　佐　伯　明　浩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　（提案理由） 

　観音寺共同福祉施設の休館日の規定を改めるため、本案を提出するものである。 



別紙 

観音寺市観音寺共同福祉施設条例の一部を改正する条例　 

　観音寺市観音寺共同福祉施設条例（平成17年観音寺市条例第181号）の一部を次のよう

に改正する。 

　第４条第１号中「日曜日」を「日曜日及び月曜日」に改める。 

　　　附　則 

　この条例は、令和８年７月１日から施行する。



議案第46号 

 

　　　観音寺市働く婦人の家条例の一部改正について 

　観音寺市働く婦人の家条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

　　令和８年５月26日提出 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　観音寺市長　　佐　伯　明　浩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　（提案理由） 

　働く婦人の家の休館日の規定等を改めるため、本案を提出するものである。 



別紙 

観音寺市働く婦人の家条例の一部を改正する条例　 

　観音寺市働く婦人の家条例（平成17年観音寺市条例第182号）の一部を次のように改正

する。 

　第３条第２号中「及び実習等」を「、実習等」に改める。 

　第５条第１号中「日曜日」を「日曜日及び月曜日」に改める。 

　　　附　則 

　この条例は、令和８年７月１日から施行する。



議案第47号 

 

　　　観音寺市公園条例の一部改正について 

　観音寺市公園条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

　　令和８年５月26日提出 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　観音寺市長　　佐　伯　明　浩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　（提案理由） 

　なぎせ公園の使用料の規定を改めるため、本案を提出するものである。 



別紙 

観音寺市公園条例の一部を改正する条例　 

観音寺市公園条例（平成17年観音寺市条例第155号）の一部を次のように改正する。 

別表第４中 

「 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」を 

「 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」に改める。 

　　　附　則 

　この条例は、令和８年７月１日から施行する。 

　

 施設区分 使用区分 使用者 使用時間 使用料

 

管理棟

会議室 １時間当たり 300円

 冷暖房を使用し

た場合
１時間当たり 200円

 電源設備（電源

コンセント）を

使用した場合

一口 １時間当たり 200円

 施設区分 使用区分 使用者 単位 使用料

 

管理棟

会議室 １時間当たり 300円

 冷暖房を使用し

た場合
１時間当たり 200円

 シャワーを使用

した場合

１人につき１

回当たり
100円

 電源設備（電源

コンセント）を

使用した場合

一口 １時間当たり 200円



議案第48号 

 

　　　財産の取得について（消防ポンプ自動車） 

　次のとおり財産を取得することについて、議会の議決を求める。 

 

令和８年５月26日提出 

観音寺市長　　佐　伯　明　浩　　　　　 

 

 

 

１　名　　　称　　消防ポンプ自動車 

２　数　　　量　　１台 

３　相　手　方　　香川県高松市伏石町1340番地３ 

　　　　　　　　　株式会社岩本商会　高松支店 

　　　　　　　　　支店長　　金子　寿一 

４　取 得 金 額　　金31,416,000円 

５　取 得 方 法　　指名競争入札 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第８号及び観音寺市議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成17年観音寺市条例第55号）第３条の

規定に基づき、議会の議決を求めるため、本案を提出するものである。



　　　　　　　　　　　　　　　　契約番号　№６　 

物品購入仮契約書 

 

１　件　　　 名　：　消防ポンプ自動車 
 

２　仕様 ・規格　：　別紙仕様書及び内訳書のとおり 
 

３　数　　　 量　：　１台 
 

４　納 入 場 所　：　別紙仕様書のとおり 
 

５　納 入 期 限　：　令和10年２月29日 
 

６　内　 訳　書　：　■有　　　□無 
 

　　　７　課税・免税業者の別　：　■課税業者　　　□免税業者 
 
　　　８　その他特記事項　：　別紙附帯条項のとおり 
 

９　契約金額及び契約保証金額 

※　契約金額等の欄には、アラビア数字で記入し、頭書に￥の記号を付記すること。 
 

    　上記の物品の購入について、発注者　観音寺市（以下「甲」という）と受注者　株式会

社岩本商会　高松支店（以下「乙」という）とは、各々対等な立場における合意に基づい

て、観音寺市契約規則及び観音寺市物品購入契約約款により標記仮契約を締結し、信義に

従って誠実にこれを履行するものとする。 

この仮契約書は、観音寺市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例（平成17年観音寺市条例第55号）第２条の規定により観音寺市議会の議決を経たとき、

又は地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定による専決処分があったとき

に本契約が成立するものとする。 

この仮契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

   令和８年４月23日 

 

 

  　　　　　（甲）発　注　者　　　香川県観音寺市坂本町一丁目１番１号 

　　　　　　　　　　　　　　　　　観音寺市 

　　　　　　　　　　　  　　　　　観音寺市長　　佐　伯　明　浩 

 

 

            （乙）受　注　者　　　香川県高松市伏石町1340番地３ 

  　　      　              　　　株式会社岩本商会　高松支店 

  　　　　　　　　　　　　　　　　支店長　　　　金　子　寿　一

 
契 約 金 額

億 千 百 十 万 千 百 十 円

 
￥ ３ １ ４ １ ６ ０ ０ ０

 
うち消費税及び

地方消費税の額

億 千 百 十 万 千 百 十 円

 
￥ ２ ８ ５ ６ ０ ０ ０

 
契 約 保 証 金

億 千 百 十 万 千 百 十 円

 
免 除

参考



議案第49号 

 

　　　財産の取得について（観音寺市立学校学習者用コンピュータ等一式） 

　次のとおり財産を取得することについて、議会の議決を求める。 

 

令和８年５月26日提出 

観音寺市長　　佐　伯　明　浩　　　　　 

 

 

 

１　名　　　称　　観音寺市立学校学習者用コンピュータ等一式 

２　数　　　量　　1,358台 

３　相　手　方　　広島県広島市中区袋町４－25 

  　　      　    株式会社大塚商会　広島支店 

  　　　　　　　　支店長　　真子　健 

４　取 得 金 額　　金75,432,126円 

５　取 得 方 法　　随意契約 

  

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第８号及び観音寺市議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成17年観音寺市条例第55号）第３条の

規定に基づき、議会の議決を求めるため、本案を提出するものである。



 参考



令和８年度補正予算について 

 

令和８年５月26日提出 

観音寺市長　　佐　伯　明　浩　　　　　 

　　　　　 

 

 
議案第50号 令和８年度観音寺市一般会計補正予算（第１号） 別冊のとおり

 
議案第51号

令和８年度観音寺市後期高齢者医療事業特別会計補正予算

（第１号）
別冊のとおり

 
議案第52号 令和８年度観音寺市下水道事業会計補正予算（第１号） 別冊のとおり


